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農業用廃ポリをマルチの適正処理(回収)について

農業用廃プラスチック類は、排出農家自らの手によつて適正に処理する事が法律で定められており

これに違反すると罰せられます。河川、山林への不法投棄、野外での焼却はやめましょう :

回収場所 :」A利根沼田 昭和こんにゃく荒粉加工所(昭和村赤城原)

受付時間 :9時～ 11時50分まで/13時～14時50分まで

受付時間 :9時～12時まで(午前中のみ )

10月 13日  (火 )

10月 27日  0り
9月 8日  (火 )

※ 9月 29日  (ヅ()

回
収
日

※通常は第2、 第4火曜日ですが、8月 は10日 (月 )へ変更、9月 は第5邊の29日 (火 )に実施 !

※今年度より、9月 以降は半日に変更となりました。ご注意下さい。

Oコンテナ出荷 負担額 :lkgにつき60円
・コンテナが壊れる原因になりますので、詰込み過ぎにご注意下さい。
・家庭ごみやビ五―ルが混入しているケースが見受けられます。

ポリ以外の混入は害1増料金の対象となるほか、お持ち帰りいただく場合も

ございますのでご注意下さい。

Oコンテナの貸し出しについて
・コンテナは、回収日当日の貸し出しとなります。

(芯棒は抜いて、手渡しで返却をお願いいたします)

O回収袋の販売について
・販売場所 :南部支店営農経済課 (配送センター )、 糸之瀬資材センター
・価格:1袋 1,200円 (正味20kgまで)

(20kgを超える場合は追加料金が発生いたします)

廃ビニールⅢベタがけ資材回収について

(農薬空容器エドロクロ缶も同日回収)

回収場所 :」 A利根沼田 昭和こんにゃく荒粉加工所 (昭和村赤城原)

受付時間 :9時～ 12時まで(午前 中のみ )

9月 25日  (逝≧)7月 28日  (火 )回J又日

○廃ビユール・ベタがけ資材
・コンテナ出荷でお願いいたします。

O農薬空容器
・容器を良く洗い、フタをはずした状態で、容器とフタを一緒の袋に入れて下さい。
・記名した透明な袋に入れてお持ち下さい。

※その他の物については、業者との協議により1西格を決定いたします。

※分別の状態んミ悪い物については、お持ち帰りいただく場合も

ございますのでご注意下さい。

6月 9日  (り()

6月 23日  (りに)

5月 12日  (りに)

5月 26日  (りに)

※ 3月 10日  (月 )

8月 25日  (ジ()

4月 14日  ()()

4月 28日  (」k)

7月 14日  (火 )

回
収
日

lkg につき75円 ～ 105円 (回収量により価格変動 )

l kgにつ き75円

lkg につき100円 (パオパオ蠍寒冷紗″軽いもの等 )

刊kgにつ き 80円
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昭和村農業用廃資材等適正処理推進協議会

昭和村役場 産業課
」A南部支店営農経済課 (配送センター)
」A糸之瀬資材センター

TEL 24-5111
TEL 50-6114
TEL 24-7675


